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参考２

高等学校設置基準及び高等学校通信教育規程の改正について

平 成 １ ６ 年 ４ 月

初 等 中 等 教 育 局

１．経緯及び趣旨

地域の実情等に応じた特色ある高等学校の設置をより一層進める観点から，高等学校

設置基準について弾力的な運用を図ることができるようにするとともに，高等学校を設

置するために必要な最低の基準として全面的に改正する。また，高等学校通信教育規程

についても同様に，通信制の課程の設備，編制その他の基準について一部改正を行う。

２．高等学校設置基準の改正概要【高等学校設置基準の全部を改正する省令】

① 設置基準の位置付け（第１条）

高等学校は，学校教育法その他の法令の規定によるほか，本基準により設置する。

また，設置基準を最低基準と位置付け，設置者は，高等学校の水準向上に努める。

② 設置基準の特例（第２条）

都道府県教育委員会及び都道府県知事は，全日制及び定時制の課程を併置する高等

学校等において，教育上支障がないと認めるときは，高等学校の編制，施設及び設備

に関し，設置基準に示す基準に準じて，別段の定めをすることができる。

③ 自己評価及び情報提供（第３条，第４条）

高等学校は，教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行いそ

の結果の公表に努めるとともに，保護者等に対して積極的な情報提供を行う。

④ 学科の種類（第５条，第６条）

高等学校の学科の種類を，普通教育を主とする学科（普通科）及び専門教育を主と

する学科（農業に関する学科，工業に関する学科等）並びに普通教育及び専門教育を

選択履修を旨として総合的に施す学科（総合学科）とする。

⑤ 授業を受ける生徒数（第７条）

高等学校において，同時に授業を受ける一学級の生徒数は，原則として，４０人以

下とする。

⑥ 教諭の数等（第８条）

高等学校に置く教頭の数は，全日制又は定時制の課程ごとに一人以上とし，教諭の

数は，当該高等学校の収容定員を４０で除して得た数以上で，かつ，教育上支障がな
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い数とする。また，教諭に代えて助教諭及び講師を置くことができるとともに，教員

等は，他の学校の教員等と兼ねることができる。

⑦ 養護教諭等（第９条 ，実習助手（第10条））

高等学校には，相当数の養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置くよう

努めなければならないとするとともに，必要に応じて相当数の実習助手を置くものと

する。

⑧ 事務職員の数（第11条）

高等学校には，全日制及び定時制の課程の設置の状況，生徒数等に応じて，相当数

の事務職員を置かなければならないとする。

⑨ 施設及び設備の一般的基準（第12条）

施設及び設備は，指導上，保健衛生上，安全上及び管理上適切なものとする。

⑩ 校舎の面積（第13条）

校舎の面積は，原則として，全日制及び定時制の課程の区分，学科の種類にかか

わらず，次表に定める面積以上とする。

収容定員 面積（平方メートル）

120人以下 1200

121人以上480人以下 1200＋６×（収容定員－120）

481人以上 3360＋４×（収容定員－480）

⑪ 運動場の面積（第14条）

運動場の面積は，原則として，全日制及び定時制の課程の区分，収容定員にかかわ

らず，８，４００平方メートル以上とする。

⑫ 校舎に備えるべき施設（第15条，第16条）

校舎には，少なくとも教室（普通教室，特別教室等 ，図書室，保健室，職員室を）

備えるとともに，必要に応じ，専門教育を施すための施設を備える。また，校舎及び

運動場のほか，原則として，体育館を備える。

⑬ 校具及び教具（第17条）

学科の種類，生徒数等に応じ，指導上，保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の

校具及び教具を備えるとともに，常に改善し，補充する。

⑭ 他の学校等の施設及び設備の使用（第18条）

特別の事情があり，かつ，教育上支障のない場合は，他の学校等の施設及び設備を

使用することができる。

３．高等学校通信教育規程の改正概要【高等学校通信教育規程の一部を改正する省令】

① 通信教育規程の位置付け（第１条）

通信教育規程で定める基準は，通信制の課程に関する最低基準と位置付けるととも

に，設置者は，通信制の課程の水準向上に努める。

② 通信教育の方法（第２条）

通信教育の方法として，放送その他の多様なメディアを利用した指導等を行うこと
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ができる。

③ 通信制の課程の規模（第４条）

通信制の課程の収容定員は，原則，２４０人以上とする。

④ 教諭の数等（第５条）

実施校（通信制の課程を置く高等学校）には，通信制の課程に係る教頭及び教諭の

数は５人以上とし，かつ，教育上支障がない数とする。また，教諭に代えて助教諭及

び講師を置くことができ，教員等は，他の学校の教員等と兼ねることができる。

⑤ 事務職員の数（第６条）

実施校には，生徒数に応じ，相当数の通信制の課程に係る事務職員を置かなければ

ならないとする。

⑥ 施設及び設備の一般的基準（第７条）

実施校の施設及び設備は，指導上，保健衛生上，安全上及び管理上適切なものとす

る。

⑦ 校舎の面積（第８条）

独立校（通信制課程のみを置く高等学校）の校舎の面積は，原則，１，２００平方

メートル以上とする。

⑧ 校舎に備えるべき施設（第９条）

実施校の校舎には，少なくとも教室（普通教室，特別教室等 ，図書室，保健室，）

職員室を備えるとともに，必要に応じ，専門教育を施すための施設を備える。

⑨ 校具及び教具（第10条）

学科の種類，生徒数等に応じ，指導上，保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の

校具及び教具を備えるとともに，常に改善し，補充する。

４．改正省令の公布日及び施行日

(3) 公布日及び施行日

公布日 平成１６年３月３１日

施行日 平成１６年４月 １日

なお，編制，施設及び設備に係る事項等について，現に存する高等学校に関し経過

措置を設けることとした。
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◎
高
等
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
文
部
省
令
第
一
号
）
の
新
旧
対
照
表

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

高
等
学
校
設
置
基
準
を
次
の
通
り
定
め
る
。

高
等
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
文
部
省
令
第
一
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

高
等
学
校
設
置
基
準

高
等
学
校
設
置
基
準

目
次

（
新
設
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条

第
四
条
）

－

第
二
章

学
科
（
第
五
条
・
第
六
条
）

第
三
章

編
制
（
第
七
条

第
十
一
条
）

－

第
四
章

施
設
及
び
設
備
（
第
十
二
条

第
十
八
条
）

－

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則
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（
趣
旨
）

第
一
条

高
等
学
校
は
、
学
校
教
育
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の

第
一
条

高
等
学
校
設
置
基
準
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
省
令
で
定
め
る
設
置
基
準
は
、
高
等
学
校
を
設
置
す
る
の
に
必
要
な
最
低

（
新
設
）

の
基
準
と
す
る
。

３

高
等
学
校
の
設
置
者
は
、
高
等
学
校
の
編
制
、
施
設
、
設
備
等
が
こ
の
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
設
置
基
準
よ
り
低
下
し
た
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
も
と
よ

り
、
こ
れ
ら
の
水
準
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
置
基
準
の
特
例
）

第
二
条

公
立
の
高
等
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
私
立
の
高
等

第
二
条

公
立
の
高
等
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
私
立
の
高
等

学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
（
以
下
「
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
」
と
い
う

学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
（
以
下
「
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
」
と
い
う

。
）
は
、
高
等
学
校
に
全
日
制
の
課
程
及
び
定
時
制
の
課
程
を
併
置
す
る
場
合
又

。
）
は
、
普
通
科
、
農
業
に
関
す
る
学
科
、
水
産
に
関
す
る
学
科
、
工
業
に
関
す

は
二
以
上
の
学
科
を
設
置
す
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
合
に
お
い
て
、

る
学
科
、
商
業
に
関
す
る
学
科
若
し
く
は
家
庭
に
関
す
る
学
科
を
置
く
高
等
学
校

教
育
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
高
等
学
校
の
編
制
、
施
設
及
び
設
備
に

以
外
の
高
等
学
校
、
又
は
二
以
上
の
学
科
を
置
く
高
等
学
校
の
編
制
及
び
整
備
に

関
し
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
の
省
令
に
示
す
基
準
に
準
じ

つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
が
適
用
さ
れ
ず
又
は
そ
の
適
用
が
不
適
当
と
認
め
ら

て
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
示
す
基
準
に
基
づ
い
て
、
必
要
な
定
め
を

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
攻
科
及
び
別
科
の
編
制
、
施
設
、
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
示
す

第
三
条

専
攻
科
及
び
別
科
の
編
制
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
学
科
に
応
じ
、
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基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
教
育
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と

こ
の
省
令
に
示
す
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
規

き
は
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
は
、
専
攻
科
及
び
別
科
の
編
制
、
施
設
及
び
設

定
が
適
用
さ
れ
ず
又
は
そ
の
適
用
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

備
に
関
し
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
の
省
令
に
示
す
基
準
に

都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
は
、
こ
の
省
令
に
示
す
基
準
に
基
づ
い
て
、
必
要
な
定

準
じ
て
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

め
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
自
己
評
価
等
）

第
三
条

（
略
）

第
四
条

高
等
学
校
は
、
そ
の
教
育
水
準
の
向
上
を
図
り
、
当
該
高
等
学
校
の
目
的

を
実
現
す
る
た
め
、
当
該
高
等
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に

つ
い
て
自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

２

前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
趣
旨
に
即
し
適
切
な

２

前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
同
項
の
趣
旨
に
即
し
適
切
な

項
目
を
設
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

項
目
を
設
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
積
極
的
な
提
供
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条
の
二

高
等
学
校
は
、
当
該
高
等
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の

状
況
に
つ
い
て
、
保
護
者
等
に
対
し
て
積
極
的
に
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る

。

第
二
章

学
科

第
二
章

学
科
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（
学
科
の
種
類
）

第
五
条

高
等
学
校
の
学
科
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条

高
等
学
校
の
学
科
は
次
の
通
り
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一

普
通
教
育
を
主
と
す
る
学
科

二

専
門
教
育
を
主
と
す
る
学
科

三

普
通
教
育
及
び
専
門
教
育
を
選
択
履
修
を
旨
と
し
て
総
合
的
に
施
す
学
科

第
六
条

前
条
第
一
号
に
定
め
る
学
科
は
、
普
通
科
と
す
る
。

第
六
条

前
条
第
一
号
に
定
め
る
学
科
は
、
普
通
科
と
す
る
。

２

前
条
第
二
号
に
定
め
る
学
科
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２

前
条
第
二
号
に
定
め
る
学
科
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

一

農
業
に
関
す
る
学
科

農
業
に
関
す
る
学
科

農
業
科
、
林
業
科
、
蚕
業
科
、
園
芸
科
、
畜
産
科
、
農

二

工
業
に
関
す
る
学
科

業
土
木
科
、
農
産
製
造
科
、
造
園
科
、
女
子
農
業
科

三

商
業
に
関
す
る
学
科

水
産
に
関
す
る
学
科

漁
業
科
、
水
産
製
造
科
、
水
産
増
殖
科

四

水
産
に
関
す
る
学
科

工
業
に
関
す
る
学
科

機
械
科
、
造
船
科
、
電
気
科
、
電
気
通
信
科
、
工
業
化

五

家
庭
に
関
す
る
学
科

学
科
、
紡
織
科
、
色
染
科
、
土
木
科
、
建
築
科
、
採
鉱
科
、
や
金
科
、
金
属
工
業

六

看
護
に
関
す
る
学
科

科
、
木
材
工
芸
科
、
金
属
工
芸
科
、
窯
業
科

七

情
報
に
関
す
る
学
科

商
業
に
関
す
る
学
科

商
業
科

八

福
祉
に
関
す
る
学
科

家
庭
に
関
す
る
学
科

被
服
科
、
食
物
科

九

理
数
に
関
す
る
学
科

厚
生
に
関
す
る
学
科

十

体
育
に
関
す
る
学
科

商
船
に
関
す
る
学
科

十
一

音
楽
に
関
す
る
学
科

外
国
語
に
関
す
る
学
科

十
二

美
術
に
関
す
る
学
科

美
術
に
関
す
る
学
科
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十
三

外
国
語
に
関
す
る
学
科

音
楽
に
関
す
る
学
科

十
四

国
際
関
係
に
関
す
る
学
科

そ
の
他
専
門
教
育
を
施
す
学
科
と
し
て
適
当
な
規
模
及
び
内
容
が
あ
る
と
認
め

十
五

そ
の
他
専
門
教
育
を
施
す
学
科
と
し
て
適
当
な
規
模
及
び
内
容
が
あ
る
と

ら
れ
る
学
科

認
め
ら
れ
る
学
科

３

（
略
）

３

前
条
第
三
号
に
定
め
る
学
科
は
、
総
合
学
科
と
す
る
。

第
三
章

編
制

第
三
章

編
制

（
授
業
を
受
け
る
生
徒
数
）

第
七
条

同
時
に
授
業
を
受
け
る
一
学
級
の
生
徒
数
は
、
四
十
人
以
下
と
す
る
。
た

第
七
条

同
時
に
授
業
を
受
け
る
一
学
級
の
生
徒
数
は
、
四
十
人
以
下
と
す
る
。
但

だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り

し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
数
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
な
い
。

（
削
除
）

第
八
条

教
育
上
必
要
あ
る
と
き
は
、
同
じ
学
年
の
学
科
を
異
に
す
る
生
徒
、
又
は

学
年
の
異
な
る
生
徒
を
合
わ
せ
て
、
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
教
諭
の
数
等
）

第
八
条

高
等
学
校
に
置
く
教
頭
の
数
は
当
該
高
等
学
校
に
置
く
全
日
制
の
課
程
又

第
九
条

教
頭
及
び
教
諭
の
数
は
、
第
一
号
表
甲
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
数
以
上
と

は
定
時
制
の
課
程
ご
と
に
一
人
以
上
と
し
、
教
諭
の
数
は
当
該
高
等
学
校
の
収
容

す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
数
が
十
二
人
未
満
の
と
き
は
十
二
人
以
上
と
す
る
。

定
員
を
四
十
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
、
か
つ
、
教
育
上
支
障
が
な
い
も
の
と
す



- 9 -

る
。

２

前
項
の
教
諭
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
上
支
障
が
な
い
場
合
は

２

教
頭
及
び
教
諭
の
う
ち
、
そ
の
半
数
以
上
は
、
他
の
職
を
兼
ね
ず
、
ま
た
他
の

、
助
教
諭
又
は
講
師
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

職
か
ら
兼
ね
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

高
等
学
校
に
置
く
教
員
等
は
、
教
育
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
他
の
学

（
新
設
）

校
の
教
員
等
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
除
）

第
十
条

特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
前
条
の
教
諭
は
、
そ
の
三
分
の
一
以
内
の

範
囲
で
、
助
教
諭
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
養
護
教
諭
等
）

第
九
条

高
等
学
校
に
は
、
相
当
数
の
養
護
教
諭
そ
の
他
の
生
徒
の
養
護
を
つ
か
さ

第
十
二
条

高
等
学
校
に
は
、
校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
事
務
職
員
の
ほ
か
、
実
習
助

ど
る
職
員
を
置
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

手
及
び
養
護
教
諭
そ
の
他
の
生
徒
の
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
実
習
助
手
）

第
十
条

高
等
学
校
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
相
当
数
の
実
習
助
手
を
置
く
も
の
と
す

第
十
三
条

実
習
助
手
の
数
は
、
生
徒
数
百
二
十
人
以
下
の
場
合
は
二
人
以
上
と
し

る
。

、
百
二
十
人
を
こ
え
る
場
合
は
、
百
二
十
人
ま
で
を
加
え
る
ご
と
に
一
人
以
上
を

増
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
ほ
か
農
業
、
水
産
又
は
工
業
に
関
す
る
学
科
に
お
い
て
は
、
一
学
科
ご

と
に
二
人
以
上
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

定
時
制
の
課
程
に
お
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
当
数
の
実

習
助
手
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
削
除
）

第
十
四
条

高
等
学
校
に
は
、
生
徒
の
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
職
員
一
人
以
上
を
置
き

、
そ
の
う
ち
の
一
人
は
他
の
職
を
兼
ね
ず
、
又
他
の
職
か
ら
兼
ね
な
い
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
務
職
員
の
数
）

第
十
一
条

高
等
学
校
に
は
、
全
日
制
の
課
程
及
び
定
時
制
の
課
程
の
設
置
の
状
況

第
十
一
条

事
務
職
員
の
数
は
、
生
徒
数
百
二
十
人
以
下
の
高
等
学
校
に
お
い
て
は

、
生
徒
数
等
に
応
じ
、
相
当
数
の
事
務
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
人
以
上
と
し
、
生
徒
数
百
二
十
人
を
こ
え
る
場
合
は
、
二
百
四
十
人
ま
で
を
加

え
る
ご
と
に
一
人
以
上
を
増
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

定
時
制
の
課
程
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
当
数
の
事
務

職
員
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

第
十
五
条

削
除

第
四
章

施
設
及
び
設
備

第
四
章

設
備

（
一
般
的
基
準
）

第
十
二
条

高
等
学
校
の
施
設
及
び
設
備
は
、
指
導
上
、
保
健
衛
生
上
、
安
全
上
及

第
十
六
条

校
舎
は
、
堅
ろ
う
で
、
学
習
上
、
保
健
衛
生
上
及
び
管
理
上
適
切
な
も

び
管
理
上
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
校
舎
の
面
積
）
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第
十
三
条

校
舎
の
面
積
は
、
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
全
日
制

第
十
七
条

校
地
、
運
動
場
、
校
舎
そ
の
他
の
面
積
に
関
す
る
基
準
は
、
第
二
号
表

の
課
程
若
し
く
は
定
時
制
の
課
程
の
別
又
は
学
科
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

に
よ
る
。

表
に
定
め
る
面
積
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
域
の
実
態
そ
の
他
に
よ
り
特
別
の

事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

収
容
定
員

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

一
二
〇
人
以
下

1
2
0
0

一
二
一
人
以
上
四
八
〇
人
以
下

1
2
0
0

＋

×
（

1
2
0

）

６
収
容
定
員
－

四
八
一
人
以
上

3
3
6
0

＋

×
（

4
8
0

）

４
収
容
定
員
－

（
運
動
場
の
面
積
）

第
十
四
条

運
動
場
の
面
積
は
、
全
日
制
の
課
程
若
し
く
は
定
時
制
の
課
程
の
別
又

（
新
設
）

は
収
容
定
員
に
か
か
わ
ら
ず
、
八
、
四
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。
た
だ

体
育
館
等
の
屋
内
運
動
施
設
を
備
え
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
教
育
上
支
障
が
な

し
、

い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
削
除
）

第
十
八
条

夜
間
に
お
い
て
の
み
授
業
を
行
う
高
等
学
校
の
校
地
及
び
運
動
場
の
面

積
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
ら
な
く
て
も
よ
い
。

（
校
舎
に
備
え
る
べ
き
施
設
）

第
十
五
条

校
舎
に
は
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
施
設
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条

校
舎
に
は
、
左
に
掲
げ
る
施
設
を
備
え
、
且
つ
そ
れ
ら
の
施
設
は
常
に

一

教
室
（
普
通
教
室
、
特
別
教
室
等
と
す
る
。
）

改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
や
む
を
え
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
で
教

二

図
書
室
、
保
健
室

育
上
支
障
の
な
い
と
き
は
、
一
つ
の
施
設
を
も
つ
て
二
つ
以
上
に
兼
用
す
る
こ
と

三

職
員
室

が
で
き
る
。

一

校
長
室
、
会
議
室
、
教
員
室
、
事
務
室

二

相
当
数
の
普
通
教
室
（
普
通
教
室
と
特
別
教
室
と
の
合
計
数
は
少
く
と
も
同

時
に
授
業
を
行
う
学
級
の
数
を
下
つ
て
は
な
ら
な
い
。
）

三

地
理
歴
史
科
・
公
民
科
教
室
及
び
そ
の
標
本
室

四

物
理
、
化
学
、
生
物
、
地
学
の
そ
れ
ぞ
れ
の
実
験
室
、
標
本
室
及
び
準
備
室

五

音
楽
教
室
、
図
画
教
室
、
製
図
教
室
、
工
作
教
室
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
準
備
室

及
び
書
道
教
室

六

図
書
室
、
講
堂
、
体
育
館

七

教
員
研
究
室

八

保
健
室
、
休
養
室

２

校
舎
に
は
、
前
項
に
掲
げ
る
施
設
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
専
門
教
育
を
施

２

専
門
教
育
に
必
要
な
施
設
の
基
準
は
、
第
三
号
表
に
よ
る
。

す
た
め
の
施
設
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
そ
の
他
の
施
設
）

第
十
六
条

高
等
学
校
に
は
、
校
舎
及
び
運
動
場
の
ほ
か
、
体
育
館
を
備
え
る
も
の

（
新
設
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
地
域
の
実
態
そ
の
他
に
よ
り
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、

教
育
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
校
具
及
び
教
具
）

第
十
七
条

高
等
学
校
に
は
、
学
科
の
種
類
、
生
徒
数
等
に
応
じ
、
指
導
上
、
保
健

第
二
十
条

高
等
学
校
に
は
、
学
習
用
、
体
育
用
及
び
保
健
衛
生
用
の
図
書
、
機
械

衛
生
上
及
び
安
全
上
必
要
な
種
類
及
び
数
の
校
具
及
び
教
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な

、
器
具
、
標
本
、
模
型
、
そ
の
他
の
校
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

２

前
項
の
校
具
及
び
教
具
は
、
常
に
改
善
し
、
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
校
具
は
、
学
習
上
、
保
健
衛
生
上
、
有
効
適
切
な
も
の
で
あ
り
、
且
つ

常
に
改
善
し
、
補
充
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

第
二
十
一
条

第
十
九
条
の
教
室
、
実
験
室
及
び
実
習
施
設
に
は
、
同
時
に
授
業
を

受
け
る
一
学
級
の
生
徒
が
学
習
す
る
に
必
要
な
相
当
の
校
具
そ
の
他
の
設
備
を
備

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

第
二
十
二
条

高
等
学
校
に
は
、
学
校
の
規
模
に
従
い
、
保
健
衛
生
上
必
要
な
給
水

設
備
を
備
え
、
そ
の
水
質
は
、
衛
生
上
無
害
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
削
除
）

第
二
十
三
条

高
等
学
校
に
は
、
学
校
の
規
模
に
応
じ
て
、
防
火
及
び
消
火
に
必
要

な
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

第
二
十
四
条

夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
高
等
学
校
に
は
、
生
徒
数
に
応
じ
て
、

必
要
な
給
食
施
設
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

第
二
十
五
条

夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
高
等
学
校
の
図
書
室
及
び
教
室
の
机
上

面
及
び
黒
板
面
の
照
度
は
、
五
〇
ル
ク
ス
を
下
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

第
二
十
六
条

高
等
学
校
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
な
る
べ
く
左
の
施
設
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

生
徒
集
会
所

二

プ
ー
ル

三

寄
宿
舎

四

給
食
施
設

五

学
校
農
園

六

職
員
住
宅

（
他
の
学
校
等
の
施
設
及
び
設
備
の
使
用
）

第
十
八
条

高
等
学
校
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
上
及
び
安
全
上
支

（
新
設
）
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障
が
な
い
場
合
は
、
他
の
学
校
等
の
施
設
及
び
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
（
削
除
）

附

則

（
削
除
）

第
二
十
七
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

（
削
除
）

第
二
十
八
条

定
時
制
の
課
程
の
み
を
置
く
高
等
学
校
を
設
置
す
る
場
合
又
は
こ
の

省
令
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
従
前
の
規
定
に
よ
る
学
校
が
高
等
学
校
と
な
る
場

合
に
お
い
て
は
、
第
七
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
に
規
定
す
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
、
第
十
七
条
及

び
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
に
よ
ら
な
く

て
も
よ
い
。

（
削
除
）

第
二
十
九
条

同
時
に
授
業
を
受
け
る
一
学
級
の
生
徒
数
は
、
五
十
人
以
下
と
す
る

。

（
削
除
）

第
三
十
条

教
員
の
数
は
、
第
一
号
表
乙
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
数
を
下
つ
て
は
な

ら
な
い
。
但
し
、
そ
の
数
が
十
二
人
未
満
の
と
き
は
十
二
人
以
上
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
教
育
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委
員
会
等
は
、
同
項
に
規
定
す
る
教
員
数
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
除
）

第
三
十
一
条

校
舎
に
は
、
少
く
と
も
左
に
掲
げ
る
施
設
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
但
し
、
や
む
を
え
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
で
教
育
上
支
障
の
な
い
と
き
は
、

一
つ
の
施
設
を
も
つ
て
二
つ
以
上
に
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

校
長
室
、
会
議
室
、
教
員
室
、
事
務
室

二

同
時
に
授
業
を
行
う
学
級
の
数
と
同
数
以
上
の
教
室

三

理
科
実
験
室

四

図
書
室

五

保
健
室
兼
休
養
室

２

専
門
教
育
に
必
要
な
施
設
の
基
準
は
第
四
号
表
に
よ
る
。

（
削
除
）

第
三
十
二
条

戦
災
そ
の
他
の
や
む
を
え
な
い
事
情
に
よ
り
、
前
条
の
規
定
に
適
合

し
な
い
学
校
に
対
し
て
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
に
お
い
て
、
高
等
学
校
と
し

て
認
可
す
る
の
を
相
当
と
認
め
た
場
合
に
は
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
は
、
同

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
年
以
内
に
同
条
に
規
定
す
る
施
設
を
備
え
る
こ
と

を
条
件
と
し
て
、
こ
れ
を
認
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
新
設
）

（
施
行
期
日
等
）
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１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
高
等
学
校
の
編
制
並
び
に
施
設
及
び
設
備

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

３

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
六
条
中
「
高
等
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
文
部
省
令
第
一
号
）

」
を
「
高
等
学
校
設
置
基
準
（
平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
号
）
」
に
改

め
る
。

第
六
十
四
条
第
二
項
中
「
設
備
及
び
編
制
」
を
「
施
設
、
設
備
及
び
編
制
」
に

改
め
る
。

（
文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

４

文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学

省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
及
び
第
六
条
の
表
中
「
高
等
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
文
部
省

令
第
一
号
）
」
を
「
高
等
学
校
設
置
基
準
（
平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十

号
）
」
に
改
め
る
。

（
削
除
）

第
一
号
表
甲

(

一)

生
徒
数
三
百
六
十
人
以
下
の
学
校
に
お
い
て
は
｛
（
生
徒
数
）
×
（
週
当
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り
授
業
時
数
）
｝
÷
（
４
０
×
１
５
）

(

二)

生
徒
数
三
百
六
十
人
を
こ
え
る
学
校
に
お
い
て
は
｛
（
生
徒
数
）
×
（
週

当
り
授
業
時
数
）
｝
÷
（
４
０
×
１
８
）

但
し
、(

二)

に
よ
る
数
が
、

通
常
の
課
程
の
場
合
に

十
九
以
下
の
と
き
は

二
十
一
人
以
上
、

十
九
を
こ
え
二
十
二
未
満
の
と
き
は

二
十
二
人
以
上
と
し
、

夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
の
場
合
に

十
四
以
下
の
と
き
は

十
五
人
以
上
、

十
四
を
こ
え
十
六
未
満
の
と
き
は

十
六
人
以
上
と
す
る
。

定
時
制
の
課
程
（
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
を
除
く
。
以
下
同
じ

。
）
に
お
い
て
は
、(

一)
(

二)

に
か
か
わ
ら
ず
、
週
当
り
授
業
総
時
数
三
百

時
間
以
下
の
と
き
は
こ
れ
を
十
五
で
、
三
百
時
間
を
こ
え
る
と
き
は
こ
れ
を

十
八
で
割
つ
た
数
以
上
と
し
、
右
の
通
常
の
課
程
に
関
す
る
但
し
書
の
部
分

を
こ
れ
に
適
用
す
る
。

(

三)

農
業
、
水
産
又
は
工
業
に
関
す
る
学
科
に
お
い
て
は
、(

一)

又
は(

二)

の

ほ
か
、
生
徒
数
百
二
十
人
ま
で
又
は
そ
れ
を
こ
え
て
百
二
十
人
ま
で
を
加
え

る
ご
と
に
、
左
の
数
を
増
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

農
業
又
は
水
産
に
関
す
る
学
科

一
人
以
上

工
業
に
関
す
る
学
科

二
人
以
上
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(

四)
(

一)

も
し
く
は(

二)

及
び(

三)

の
ほ
か
、
一
学
科
を
加
え
る
ご
と
に
、
二

人
以
上
を
増
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

五)

定
時
制
の
課
程
に
お
い
て
は
、(

三)

及
び(

四)

に
か
か
わ
ら
ず
、
学
科
の

種
類
と
数
と
に
応
じ
て
、
相
当
数
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

(

註)
(

一)

及
び(

二)

の
週
当
り
授
業
時
数
は

通
常
の
課
程
に
お
い
て
は

三
十
四

夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
に
お
い
て
は

二
十
四

（
削
除
）

第
一
号
表
乙

(

一)

生
徒
数
三
百
人
以
下
の
学
校
に
お
い
て
は
｛
（
生
徒
数
）
×
（
週
当
り
授

業
時
数
）
｝
÷
（
５
０
×
１
２
）

(

二)

生
徒
数
三
百
人
を
こ
え
、
七
百
五
十
人
以
下
の
学
校
に
お
い
て
は
｛
（
生

徒
数
）
×
（
週
当
り
授
業
時
数
）
｝
÷
（
５
０
×
１
５
）

(

三)

生
徒
数
七
百
五
十
人
を
こ
え
る
学
校
に
お
い
て
は
｛
（
生
徒
数
）
×
（
週

当
り
授
業
時
数
）
｝
÷
（
５
０
×
１
８
）

但
し
、(

二)

に
よ
る
数
が
、

通
常
の
課
程
の
場
合
に

十
五
以
下
の
と
き
は

十
七
人
以
上
、

十
五
を
こ
え
十
七
以
下
の
と
き
は

十
八
人
以
上
、

十
七
を
こ
え
十
九
未
満
の
と
き
は

十
九
人
以
上
、
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夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
の
場
合
に

十
以
下
の
と
き
は

十
二
人
以
上
、

十
を
こ
え
十
二
以
下
の
と
き
は

十
三
人
以
上
、

十
二
を
こ
え
十
四
未
満
の
と
き
は

十
四
人
以
上
と
し
、

(

三)

に
よ
る
数
が

通
常
の
課
程
の
場
合
に

三
十
以
下
の
と
き
は

三
十
四
人
以
上
、

三
十
を
こ
え
三
十
三
以
下
の
と
き
は

三
十
五
人
以
上
、

三
十
三
を
こ
え
三
十
六
未
満
の
と
き
は

三
十
六
人
以
上
、

夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
の
場
合
に

二
十
一
・
五
以
下
の
と
き
は

二
十
四
人
以
上
、

二
十
一
・
五
を
こ
え
二
十
四
以
下
の
と
き
は
二
十
五
人
以
上
、

二
十
四
を
こ
え
二
十
六
未
満
の
と
き
は

二
十
六
人
以
上
と
す
る
。

定
時
制
の
課
程
に
お
い
て
は
、(

一)
(

二)
(

三)

に
か
か
わ
ら
ず
、
週
当
り

授
業
総
時
数
五
百
時
間
以
下
の
と
き
は
こ
れ
を
十
五
で
、
五
百
時
間
を
こ
え

る
と
き
は
こ
れ
を
十
八
で
割
つ
た
数
以
上
と
し
、
右
の
通
常
の
課
程
に
関
す

る
但
し
書
の
部
分
を
こ
れ
に
適
用
す
る
。

(
四)

(

一)

、(

二)

も
し
く
は(

三)

の
ほ
か
農
業
、
水
産
又
は
工
業
に
関
す
る
学

科
に
お
い
て
は
、
一
学
科
を
置
く
場
合
は
二
人
以
上
、
二
学
科
以
上
一
学
科

を
加
え
る
ご
と
に
一
人
（
工
業
に
関
す
る
学
科
に
お
い
て
は
二
人
）
以
上
を
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増
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

五)

定
時
制
の
課
程
に
お
い
て
は
、(

四)

に
か
か
わ
ら
ず
、
学
科
の
種
類
と
数

と
に
応
じ
て
、
相
当
数
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

(

六)
(

一)

か
ら(

四)

ま
で
の
ほ
か
、
農
業
、
水
産
又
は
工
業
に
関
す
る
学
科
に

お
い
て
は
、
実
習
に
必
要
な
相
当
数
の
教
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

註)
(

一)

、(

二)

及
び(

三)

の
週
当
り
授
業
時
数
は
、
本
表
甲
の(

註)

に
同

じ
。

（
削
除
）

第
二
号
表

一

校
地
、
運
動
場
及
び
校
舎
の
生
徒
一
人
当
り
面
積
標
準
（
単
位
平
方
メ
ー
ト

ル
）

学
科
別

校
地
面
積

運
動
場
面
積

校
舎
床
面
積

普
通
科
を
置
く
高
等

七
〇
平
方

三
〇
平
方

一
〇
平
方

学
校

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

（
但
し
全
面
積
は

一
五
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル
を

下
ら
な
い
こ
と
）

農
業
に
関
す
る
学
科

（
実
習
地
を

三
〇
平
方

二
〇
平
方

を
置
く
高
等
学
校

含
ま
な
い
）

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル
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一
一
〇
平
方

（
但
し
全
面
積
は

メ
ー
ト
ル

一
五
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル
を

下
ら
な
い
こ
と
）

水
産
に
関
す
る
学
科

（
実
習
地
を

三
〇
平
方

二
〇
平
方

を
置
く
高
等
学
校

含
ま
な
い
）

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

一
一
〇
平
方

（
但
し
全
面
積
は

メ
ー
ト
ル

一
五
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル
を

下
ら
な
い
こ
と
）

工
業
に
関
す
る
学
科

（
実
習
地
を

三
〇
平
方

二
〇
平
方

を
置
く
高
等
学
校

含
ま
な
い
）

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

一
一
〇
平
方

（
但
し
全
面
積
は

メ
ー
ト
ル

一
五
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル
を

下
ら
な
い
こ
と
）

商
業
に
関
す
る
学
科

七
〇
平
方

三
〇
平
方

一
〇
平
方

を
置
く
高
等
学
校

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

（
但
し
全
面
積
は

一
五
、
〇
〇
〇
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平
方
メ
ー
ト
ル
を

下
ら
な
い
こ
と
）

家
庭
に
関
す
る
学
科

七
〇
平
方

三
〇
平
方

一
〇
平
方

を
置
く
高
等
学
校

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

（
但
し
全
面
積
は

一
五
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル
を

下
ら
な
い
こ
と
）

二

農
業
に
関
す
る
学
科
の
実
習
地
生
徒
一
人
当
り
面
積
標
準

農
業
科
（
演
習
林
の
面
積
を
含
ま
な
い
）

二
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

林
業
科

畑
地

五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

演
習
林
（
竹
林
及
び
見
本
林
を
含
む
）
四
、
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

蚕
業
科

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

園
芸
科
、
農
産
製
造
科

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

農
業
土
木
科

一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

畜
産
科

三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

造
園
科

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

女
子
農
業
科

一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

（
削
除
）

第
三
号
表
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一

普
通
科
に
実
業
の
課
程
を
置
く
場
合
又
は
専
門
教
育
を
主
と
す
る
学
科
に
そ

の
専
門
以
外
の
実
業
の
課
程
を
置
く
場
合

１

農
業
の
課
程

農
具
室
、
畜
舎
、
農
産
加
工
室
、
収
納
室
、
肥
料
舎

２

水
産
の
課
程

実
習
船
、
漁
具
倉
庫
、
漁
具
実
習
室
、
製
造
実
習
室
、

養
魚
池
、
標
本
室
、
水
産
実
験
室

３

工
業
の
課
程

木
工
実
習
室
、
機
械
実
習
室
、
電
気
実
習
室
、
化
学
実

習
室
、
製
図
室
、
暗
室

４

商
業
の
課
程

簿
記
室
、
「
工
業
及
び
資
材
」
実
験
室
、
調
査
資
料
室

、
タ
イ
プ
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
教
室

但
し
、
物
理
又
は
化
学
の
実
験
室
を
も
つ
て
「
工
業
及

び
資
材
」
教
室
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

家
庭
の
課
程

家
事
室
、
裁
縫
室
、
調
理
室
、
作
法
室
、
せ
ん
た
く
室

二

農
業
に
関
す
る
学
科
の
場
合

左
に
掲
げ
る
施
設
の
ほ
か
、
各
学
科
共
関
係
教
科
用
実
験
室
、
標
本
室
及
び

準
備
室
を
要
す
。

１

農
業
科

耕
種
関
係

農
具
室
、
収
納
室
、
作
業
室
、
管
理
室
、
肥
料
室
、
種

物
室
、
材
料
室
、
穀
物
倉
庫
、
つ
み
肥
及
び
水
肥
舎
、

温
室
及
び
同
附
属
室
、
ピ
ツ
ト
・
フ
レ
ー
ム
、
実
習
教
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室
、
更
衣
室
、
農
夫
室
、
宿
直
室
、
生
徒
当
番
室

養
畜
関
係

大
動
物
舎
、
中
動
物
舎
、
家
き
ん
舎
、
飼
料
室
及
び
飼

料
調
製
室
、
ふ
卵
及
び
育
す
う
室
、
消
毒
室
、
サ
イ
ロ

、
管
理
室
、
牧
夫
室
、
宿
直
室
、
動
物
運
動
場

農
業
土
木
関
係

機
械
農
具
室

農
産
加
工
関
係

穀
類
加
工
室
、
野
菜
果
物
加
工
室
、
製
造
室
、
酪
農
室

、
つ
け
物
加
工
室
、
製
茶
室
、
準
備
室
、
貯
蔵
室
、
動

力
室
、
と
殺
室
、
材
料
室
、
管
理
室
、
こ
う
じ
室

農
業
工
作
関
係

木
工
室
、
金
工
室
、
材
料
室
、
準
備
室

２

林
業
科

農
業
及
び
森
林

農
具
室
、
自
動
車
庫
、
収
納
室
、
作
業
室
、
管
理
室
、

林
生
産
関
係

肥
料
室
、
種
物
室
、
材
料
室
、
倉
庫
、
つ
み
肥
及
び
水

肥
舎
、
フ
レ
ー
ム
、
実
習
教
室
、
更
衣
室
、
農
夫
室
、

生
徒
当
番
室
、
演
習
林
宿
舎
、
演
習
林
管
理
室
、
温
室

森
林
土
木
関
係

機
械
農
具
室

林
産
加
工
関
係

木
工
室
、
金
工
室
、
木
材
加
工
室
、
林
産
製
造
室
、
木

材
倉
庫
、
乾
燥
室
、
塗
装
室

３

蚕
業
科

養
蚕
関
係

飼
育
室
、
蚕
種
保
護
室
、
上
ぞ
く
室
、
貯
桑
室
、
管
理

室
、
生
徒
当
番
室
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製
糸
及
び
機
織

殺
よ
う
乾
繭
室
、
製
糸
室
、
準
備
室
及
び
材
料
室
、
機

関
係

織
室
、
ボ
イ
ラ
ー
室

農
蚕
加
工
関
係

農
産
加
工
室
、
畜
産
加
工
室
、
蚕
繭
加
工
室
、
準
備
室

、
動
力
室
、
貯
蔵
室
、
材
料
室

耕
種
関
係

農
具
室
、
収
納
室
、
作
業
室
、
管
理
室
、
肥
料
室
、
材

料
室
、
穀
物
倉
庫
、
つ
み
肥
及
び
水
肥
舎
、
フ
レ
ー
ム

、
温
室
及
び
同
附
属
室
、
ピ
ツ
ト
、
実
習
教
室
、
更
衣

室
、
農
夫
室
、
生
徒
当
番
室

養
畜
関
係

中
動
物
舎
、
家
き
ん
舎
、
飼
料
室
、
及
び
飼
料
調
製
室

、
ふ
卵
及
び
育
す
う
室
、
管
理
室
、
牧
夫
室
、
宿
直
室

、
生
徒
当
番
室
、
動
物
運
動
場

４

園
芸
科

耕
種
園
芸
関
係

農
具
室
、
収
納
舎
、
作
業
室
、
管
理
室
、
肥
料
室
、
種

物
室
、
材
料
室
、
穀
物
倉
庫
、
つ
み
肥
及
び
水
肥
舎
、

温
室
及
び
同
附
属
室
、
盆
栽
室
、
ブ
ド
ー
室
、
ピ
ツ
ト

・
フ
レ
ー
ム
、
実
習
教
室
、
更
衣
室
、
農
夫
室
、
生
徒

当
番
室

農
業
土
木
及
び

機
械
農
具
室

機
械
関
係

農
産
加
工
関
係

穀
類
加
工
室
、
野
菜
果
物
加
工
室
、
製
造
室
、
準
備
室
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、
貯
蔵
室
、
動
力
室
、
材
料
室

園
芸
工
作
関
係

木
工
室
、
金
工
室
、
材
料
室
、
準
備
室

５

農
業
土
木
科

測
量
関
係

測
量
機
械
室

材
料
施
行
関
係

材
料
試
験
室

農
業
機
械
関
係

機
械
農
具
室
、
小
農
具
室
、
作
業
室

か
ん
が
い
排
水

気
象
観
測
室

関
係

農
業
関
係

収
納
室
、
作
業
室
、
管
理
室
、
肥
料
室
、
種
物
室
、
材

料
室
、
つ
み
肥
及
び
水
肥
舎
、
フ
レ
ー
ム
、
実
習
教
室

、
更
衣
室
、
農
夫
室
、
生
徒
当
番
室

６

畜
産
科

畜
産
関
係

大
動
物
舎
、
中
動
物
舎
、
小
動
物
舎
、
家
き
ん
舎
、
蜜

ば
ち
舎
、
飼
料
室
、
飼
料
調
製
室
、
家
畜
病
室
、
ふ
卵

及
び
育
す
う
室
、
に
わ
と
り
肥
育
室
、
乳
処
理
室
、
消

毒
室
、
サ
イ
ロ
、
管
理
室
、
牧
夫
室
、
宿
直
室
、
生
徒

当
番
室
、
動
物
運
動
場

獣
医
関
係

治
療
室
、
解
剖
室
、
装
て
い
室
、
隔
離
室

耕
種
関
係

農
具
室
、
収
納
室
、
作
業
室
、
管
理
室
、
肥
料
室
、
種

物
室
、
材
料
室
、
穀
物
倉
庫
、
つ
み
肥
及
び
水
肥
舎
、
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温
室
及
び
同
附
属
室
、
ピ
ツ
ト
・
フ
レ
ー
ム
、
実
習
教

室
、
更
衣
室
、
農
夫
室
、
生
徒
当
番
室

農
産
加
工
関
係

農
産
加
工
室
、
乳
加
工
室
、
毛
皮
加
工
室
、
毛
加
工
室

、
肉
加
工
室
、
と
殺
室
、
準
備
室
、
貯
蔵
室
、
材
料
室

、
動
力
室

７

造
園
科

造
園
概
説
関
係

様
式
庭
園
、
標
準
住
宅
及
び
庭
園
、
管
理
室
、
園
丁
室

造
園
材
料
関
係

材
料
室
、
材
料
試
験
室

造
園
設
計
施
工

設
計
室
、
作
業
室
、
塗
装
室
、
写
真
室

関
係

測
量
関
係

測
量
機
械
室

耕
種
関
係

農
具
室
、
収
納
室
、
作
業
室
、
管
理
室
、
肥
料
室
、
ピ

ツ
ト
・
フ
レ
ー
ム
、
種
物
室
、
材
料
室
、
穀
物
倉
庫
、

つ
み
肥
及
び
水
肥
舎
、
温
室
及
び
同
附
属
室
、
実
習
教

室
、
更
衣
室
、
農
夫
室
、
生
徒
当
番
室

養
畜
関
係

畜
舎
、
飼
料
室
、
動
物
運
動
場

８

農
産
製
造
科

生
物
化
学
応
用

薬
品
室
、
作
業
室
、
ガ
ス
発
生
室
、
細
菌
培
養
室

微
生
物
関
係

農
産
製
造
関
係

穀
物
加
工
室
、
野
菜
果
物
加
工
室
、
つ
け
物
加
工
室
、
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製
茶
室
、
酪
農
室
、
準
備
室
、
貯
蔵
室
、
動
力
室
、
と

殺
室
、
材
料
室
、
こ
う
じ
室
、
醸
造
製
造
室
、
林
産
加

工
室
、
生
徒
当
番
室

電
気
及
び
製
造

製
造
機
械
室

機
械
関
係

土
及
び
肥
料
関

ガ
ラ
ス
室
、
網
室
、
材
料
室

係耕
種
関
係

農
具
室
、
作
業
室
、
肥
料
室
、
管
理
室
、
種
物
室
、
材

料
室
、
穀
物
倉
庫
、
つ
み
肥
及
び
水
肥
舎
、
温
室
及
び

同
所
属
室
、
収
納
室
、
ピ
ツ
ト
・
フ
レ
ー
ム
、
実
習
教

室
、
更
衣
室
、
農
夫
室

養
畜
関
係

畜
舎
、
飼
料
室
、
動
物
運
動
場

９

女
子
農
業
科

耕
種
関
係

農
具
室
、
収
納
室
、
作
業
室
、
管
理
室
、
肥
料
室
、
種

物
室
、
材
料
室
、
穀
物
倉
庫
、
つ
み
肥
及
び
水
肥
舎
、

温
室
及
び
同
附
属
室
、
ピ
ツ
ト
・
フ
レ
ー
ム
、
実
習
教

室
、
更
衣
室
、
農
夫
室
、
生
徒
当
番
室

養
畜
関
係

中
動
物
舎
、
小
動
物
舎
、
家
き
ん
舎
、
管
理
室
、
飼
料

室
及
び
飼
料
調
製
室
、
ふ
卵
及
び
育
す
う
室
、
牧
夫
室

、
動
物
運
動
場
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農
産
加
工
関
係

穀
物
加
工
室
、
野
菜
果
物
加
工
室
、
製
造
室
、
つ
け
物

加
工
室
、
準
備
室
、
貯
蔵
室
、
動
力
室
、
材
料
室
、
こ

う
じ
室

家
庭
関
係

家
事
室
、
裁
縫
室
、
調
理
室
、
作
法
室
、
せ
ん
た
く
室

三

水
産
に
関
す
る
学
科
の
場
合

１

漁
業
科

大
型
実
習
船
、
小
型
実
習
船
、
和
船
、
端
艇
、
漁
具
実

習
室
、
漁
具
材
料
実
験
室
、
漁
具
倉
庫
、
漁
網
倉
庫

２

水
産
製
造
科

製
造
実
習
室
、
乾
燥
室
、
機
械
室
、
水
産
化
学
実
験
室

、
細
菌
培
養
室
、
く
ん
製
室
、
原
料
倉
庫
、
汽
か
ん
室

、
冷
蔵
室
（
製
氷
冷
凍
室
を
含
む
）
、
製
品
倉
庫

３

水
産
増
殖
科

飼
料
調
製
室
、
飼
料
倉
庫
、
水
産
生
物
実
験
室
、
ふ
化

室
、
淡
水
養
魚
池
、
か
ん
水
生
物
増
殖
場
、
管
理
室
兼

生
徒
当
番
室

四

工
業
に
関
す
る
学
科
の
場
合

１

機
械
科

製
図
室
、
機
械
工
場
、
仕
上
組
立
工
場
、
鍛
造
工
場
、

木
型
工
場
、
鋳
造
工
場
、
材
料
倉
庫
、
工
具
室
、
原
動

機
実
習
室
、
水
力
実
験
室
、
電
気
実
験
室
、
材
料
試
験

室
、
精
密
測
定
室
、
標
本
室
、
製
品
陳
列
室

２

造
船
科

製
図
室
、
現
図
室
、
木
工
場
、
鍛
造
工
場
、
鋳
造
工
場

、
よ
う
接
工
場
、
機
械
工
場
、
材
料
試
験
室
、
電
気
実
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験
室
、
模
型
及
び
標
本
室
、
倉
庫

３

電
気
科

強
電
実
習
室
、
弱
電
実
習
室
、
電
気
工
作
工
場
、
電
気

工
事
実
習
室
、
電
子
管
及
び
高
周
波
実
習
室
、
製
図
室

、
機
械
工
作
実
習
工
場
、
標
本
室
、
計
器
室
、
倉
庫

４

電
気
通
信
科

測
定
実
習
室
、
電
子
管
及
び
高
周
波
回
路
実
習
室
、
電

気
通
信
機
器
実
習
室
（
測
定
実
習
室
と
兼
ね
る
こ
と
が

で
き
る
）
、
電
気
機
器
実
習
室
、
電
気
工
作
工
場
、
電

気
工
事
実
習
室
、
製
図
室
、
機
械
工
作
実
習
工
場
、
標

本
室
、
計
器
室
、
倉
庫

５

工
業
化
学
科

化
学
実
験
室
、
定
性
分
析
実
習
室
、
定
量
分
析
実
習
室

、
工
業
試
験
室
、
て
ん
び
ん
室
、
硫
化
水
素
発
生
室
、

電
気
実
験
室
、
製
造
工
場
、
製
図
室
、
危
険
薬
品
庫
、

倉
庫

６

紡
織
科

製
織
工
場
、
製
織
準
備
工
場
、
ね
ん
糸
工
場
、
紡
績
工

場
、
編
組
工
場
、
機
械
工
作
実
習
工
場
、
試
験
鑑
識
室

、
電
気
実
験
室
、
製
図
室
、
標
本
室
、
製
品
陳
列
室
、

倉
庫

７

色
染
科

精
練
漂
白
工
場
、
浸
染
工
場
、
仕
上
工
場
、
な
つ
染
工

場
、
色
染
準
備
室
、
織
物
試
験
室
、
分
析
室
、
染
料
実

験
室
、
汽
か
ん
室
、
機
械
工
作
実
習
工
場
、
電
気
実
験
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室
、
製
図
室
兼
図
案
室
、
標
本
室
、
製
品
陳
列
室
、
倉

庫

８

土
木
科

製
図
室
、
測
量
機
械
器
具
室
、
材
料
試
験
室
、
水
理
実

験
室
、
建
設
機
械
室
、
標
本
室
、
倉
庫

９

建
築
科

製
図
室
、
施
工
実
習
室
、
木
工
機
械
工
場
、
材
料
試
験

室
、
測
量
機
械
器
具
室
、
模
型
標
本
室
、
デ
ツ
サ
ン
室

、
倉
庫

１
０

採
鉱
科

採
鉱
実
験
室
、
選
鉱
実
験
室
、
測
量
機
械
器
具
室
、
鉱

物
鑑
定
室
、
鉱
物
分
析
室
、
電
気
実
験
室
、
標
本
室
、

て
ん
び
ん
室
、
薬
品
室
、
製
図
室
、
倉
庫

１
１

や
金
科

や
金
実
験
室
、
選
鉱
実
験
室
、
分
析
実
験
室
、
電
気
実

験
室
、
て
ん
び
ん
室
、
製
図
室
、
標
本
室
、
倉
庫

１
２

金
属
工
業
科

金
属
組
織
実
験
室
、
物
理
や
金
実
験
室
、
材
料
試
験
室

、
分
析
実
験
室
、
て
ん
び
ん
室
、
熱
処
理
加
工
工
場
、

よ
う
解
鋳
造
工
場
、
電
解
及
び
電
気
メ
ツ
キ
工
場
、
製

図
室
、
プ
レ
ス
工
場
機
械
工
作
実
習
工
場
、
電
気
実
験

室
、
木
工
場
、
標
本
室
、
倉
庫

１
３

木
材
工
芸
科

製
図
室
、
組
立
工
場
、
ひ
き
物
彫
刻
工
場
、
塗
装
工
場

、
木
工
機
械
工
場
、
木
材
試
験
室
、
塗
料
及
び
こ
う
着

剤
試
験
室
、
電
気
実
験
室
、
標
本
室
、
製
品
陳
列
室
、
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倉
庫

１
４

金
属
工
芸
科

製
図
室
、
兼
図
案
室
、
機
械
工
場
、
ば
ん
金
工
場
、
彫

金
工
場
、
鋳
金
工
場
、
メ
ツ
キ
工
場
、
電
気
実
験
室
、

標
本
室
、
製
品
陳
列
室
、
倉
庫

１
５

窯
業
科

機
械
場
、
窯
場
、
窯
業
実
験
室
、
模
型
実
習
室
、
ロ
ク

ロ
実
習
室
、
絵
画
実
習
室
、
製
図
室
、
標
本
室
、
製
品

陳
列
室
、
倉
庫

五

商
業
に
関
す
る
学
科
の
場
合

簿
記
室
「
工
業
及
び
資
材
」
実
験
室
、
準
備

室
及
び
標
本
室
、
実
践
室
、
タ
イ
プ
ラ
イ
テ
イ
ン
グ
教
室
、
調
査
資
料
室
但
し

、
「
工
業
及
び
資
材
」
実
験
室
、
標
本
室
、
準
備
室
を
も
つ
て
物
理
及
び
化
学

の
実
験
室
、
標
本
室
、
準
備
室
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

家
庭
に
関
す
る
学
科
の
場
合

１

被
服
科

洋
裁
室
、
和
裁
室
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
準
備
室
及
び
標
本

室
、
せ
ん
た
く
室
、
染
色
室
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
準
備
室

及
び
標
本
室
、
も
の
ほ
し

２

食
物
科

調
理
室
及
び
そ
の
準
備
室
、
家
事
実
験
室
及
び
標
本
室

、
試
食
室

（
削
除
）

第
四
号
表

一

普
通
科
に
実
業
の
課
程
を
お
く
場
合
、
又
は
専
門
教
育
を
主
と
す
る
学
科
に
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そ
の
専
門
以
外
の
実
業
の
課
程
を
置
く
場
合

農
業
の
課
程

農
具
室
、
収
納
室
、
肥
料
舎

水
産
の
課
程

養
魚
池
、
標
本
室
、
水
産
実
験
室
（
理
科
実
験
室
と
か

ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

工
業
の
課
程

木
工
実
習
室
、
機
械
実
習
室

家
庭
の
課
程

裁
縫
室
、
調
理
室
、
作
法
室

二

農
業
に
関
す
る
学
科
の
場
合

１

農
業
科

耕
種
関
係

農
具
室
、
収
納
室
、
作
業
室
、
管
理
室
、
肥
料
舎

養
畜
関
係

畜
舎
、
飼
料
室
、
ふ
卵
育
す
う
室

農
産
加
工
関
係

農
産
加
工
室

農
業
工
作
関
係

農
業
工
作
室

２

林
業
科

林
業
関
係

林
産
製
造
室
、
林
業
管
理
室
、
演
習
林
管
理
室
、
木
材

倉
庫

農
業
関
係

農
業
科
耕
種
関
係
に
準
ず
る
。

３

蚕
業
科

養
蚕
関
係

蚕
室
、
管
理
室
、
生
徒
当
番
室

製
糸
機
織
関
係

製
糸
室

農
蚕
加
工
関
係

蚕
繭
加
工
室
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耕
種
関
係

農
業
科
耕
種
関
係
に
準
ず
る
。

４

園
芸
科

園
芸
関
係

温
室
、
盆
栽
室
、
ピ
ツ
ト

耕
種
農
産
加
工

農
業
科
耕
種
農
産
加
工
関
係
に
準
ず
る
。

関
係

園
芸
工
作
関
係

園
芸
耕
作
室

５

農
業
土
木
科

測
量
関
係

測
量
機
械
室

農
業
関
係

農
業
科
耕
種
関
係
に
準
ず
る
。

６

畜
産
科

畜
産
関
係

畜
舎
、
飼
料
室
、
ふ
卵
育
す
う
室
、
に
わ
と
り
肥
育
室

、
消
毒
室
、
管
理
室
、
牧
夫
室

農
産
加
工
関
係

畜
産
加
工
室

耕
種
関
係

農
業
科
耕
種
関
係
に
準
ず
る
。

７

造
園
科

造
園
概
説
関
係

庭
園

造
園
材
料
関
係

材
料
室

造
園
設
計
施
工

設
計
室

関
係

測
量
関
係

測
量
機
械
室
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耕
種
関
係

農
業
科
耕
種
関
係
に
準
ず
る
。

８

農
産
製
造
科

農
産
製
造
関
係

農
産
製
造
室
、
作
業
室

生
物
化
学
応
用

薬
品
室
、
細
菌
培
養
室

微
生
物
関
係

９

女
子
農
業
科

家
庭
科
関
係

裁
縫
室
、
調
理
室
、
作
法
室

耕
種
養
畜
農
産

農
業
科
耕
種
、
養
畜
、
農
産
加
工
関
係
に
準
ず
る
。

加
工
関
係

三

水
産
に
関
す
る
学
科
の
場
合

１

漁
業
科

実
習
船
、
漁
具
倉
庫
、
漁
具
実
習
室

２

水
産
製
造
科

製
造
実
習
室
、
く
ん
製
室
、
倉
庫

３

水
産
増
殖
科

養
魚
池
、
飼
料
調
製
室
、
倉
庫
、
管
理
室
兼
生
徒
当
番

室

四

工
業
に
関
す
る
学
科
の
場
合

１

機
械
科

製
図
室
、
機
械
工
場
、
仕
上
組
立
工
場
、
鍛
造
工
場
、

木
型
工
場
、
鋳
造
工
場

２

造
船
科

製
図
室
、
現
図
室
、
機
械
工
場
、
模
型
及
び
標
本
室

３

電
気
科

強
電
実
習
室
、
弱
電
実
習
室
、
電
気
工
作
工
場
、
製
図

室
、
機
械
工
作
実
習
工
場
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４

電
気
通
信
科

測
定
実
習
室
、
電
子
管
及
び
高
周
波
回
路
実
習
室
、
電

気
通
信
機
器
実
習
室
（
測
定
実
習
室
と
兼
ね
る
こ
と
が

で
き
る
。
）
電
気
機
器
実
習
室
、
製
図
室
、
機
械
工
作

実
習
工
場

５

工
業
化
学
科

化
学
実
験
室
（
定
性
分
析
実
習
室
及
び
定
量
分
析
実
習

室
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
て
ん
び
ん
室
、
硫
化

水
素
発
生
室

６

紡
織
科

製
織
工
場
、
試
験
鑑
識
室
、
製
図
室
、
標
本
室

７

色
染
科

精
練
漂
白
工
場
、
浸
染
工
場
、
仕
上
工
場
、
織
物
試
験

室
、
染
料
実
験
室
、
製
図
室
兼
図
案
室

８

土
木
科

製
図
室
、
測
量
機
械
器
具
室

９

建
築
科

製
図
室
、
施
工
実
習
室
、
測
量
機
械
器
具
室

１
０

採
鉱
科

選
鉱
実
験
室
、
測
量
機
械
器
具
室
、
鉱
物
分
析
室

１
１

や
金
科

や
金
実
験
室
、
選
鉱
実
験
室
、
分
析
実
験
室

１
２

金
属
工
業
科

金
属
組
織
実
験
室
、
物
理
や
金
実
験
室
、
材
料
試
験
室

、
熱
処
理
加
工
工
場
、
よ
う
解
鋳
造
工
場
、
機
械
工
作

実
習
工
場

１
３

木
材
工
芸
科

製
図
室
、
組
立
工
場
、
ひ
き
物
彫
刻
工
場
、
塗
装
工
場

、
木
工
機
械
工
場

１
４

金
属
工
芸
科

製
図
室
兼
図
案
室
、
機
械
工
場
、
彫
金
工
場
、
鋳
金
工



- 38-

場
、
メ
ツ
キ
工
場

１
５

窯
業
科

機
械
場
（
ロ
ク
ロ
実
習
室
を
含
む
）
、
窯
場
、
窯
業
実

験
室

五

商
業
に
関
す
る
学
科
の
場
合

「
工
業
及
び
資
材
」
実
験
室
（
理
科
実
験
室
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

、
実
践
室
、
調
査
資
料
室

六

家
庭
に
関
す
る
学
科
の
場
合

１

被
服
科

洋
裁
室
、
和
裁
室
及
び
そ
の
準
備
室
兼
標
本
室
、
せ
ん

た
く
室
兼
染
色
室
及
び
そ
の
準
備
室
兼
標
本
室

２

食
物
科

調
理
室
及
び
そ
の
準
備
室
、
家
事
実
験
室
及
び
そ
の
標

本
室
、
試
食
室
（
作
法
室
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

）
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◎
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
の
新
旧
対
照
表

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
五
十
六
条

高
等
学
校
の
設
備
、
編
制
、
学
科
の
種
類
そ
の
他
設
置
に
関
す
る
事

第
五
十
六
条

高
等
学
校
の
設
備
、
編
制
、
学
科
の
種
類
そ
の
他
設
置
に
関
す
る
事

項
は
、
こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
高
等
学
校
設
置
基
準
（
平
成
十
六
年
文

項
は
、
こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
高
等
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
二
十
三
年

部
科
学
省
令
第
二
十
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

文
部
省
令
第
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
六
十
四
条

通
信
制
の
課
程
の
設
備
、
編
制
そ
の
他
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
こ

第
六
十
四
条

通
信
制
の
課
程
の
設
備
、
編
制
そ
の
他
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
こ

の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
高
等
学
校
通
信
教
育
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部

の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
高
等
学
校
通
信
教
育
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部

省
令
第
三
十
二
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

省
令
第
三
十
二
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

第
五
十
六
条
（
施
設
、
設
備
及
び
編
制
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
第
六

２

第
五
十
六
条
（
設
備
及
び
編
制
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
第
六
十
五
条

十
五
条
で
準
用
す
る
第
四
十
四
条
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
の
規
定

で
準
用
す
る
第
四
十
四
条
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
通

は
、
通
信
制
の
課
程
に
適
用
し
な
い
。

信
制
の
課
程
に
適
用
し
な
い
。
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◎
文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
文
部
科
学
省
令
第
十
七
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
三
条

（
略
）

第
三
条

学
校
設
置
会
社
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
文
部
科
学
省
令
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

第
七
条
の
六

（
略
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

第
七
条
の
六

（
略
）

十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）

十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）

第
七
条
の
八
の
三

（
略
）

第
七
条
の
八
の
三

（
略
）

高
等
学
校
設
置
基
準
（
平
成
十
六

第
二
条

（
略
）

高
等
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
二
十

第
二
条

（
略
）

年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
号
）

三
年
文
部
省
令
第
一
号
）

第
四
条
〜
第
五
条

（
略
）

第
四
条
〜
第
五
条

（
略
）
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第
六
条

（
略
）

第
六
条

学
校
設
置
非
営
利
法
人
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
文
部
科
学

省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

第
七
条
の
六

（
略
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

第
七
条
の
六

（
略
）

十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）

十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）

第
七
条
の
八
の
三

（
略
）

第
七
条
の
八
の
三

（
略
）

高
等
学
校
設
置
基
準
（
平
成
十
六

第
二
条

（
略
）

高
等
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
二
十

第
二
条

（
略
）

年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
号
）

三
年
文
部
省
令
第
一
号
）
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◎
高
等
学
校
通
信
教
育
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
）
の
新
旧
対
照
表

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭

和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
に
お
い
て
教
育
を

（
新
設
）

行
う
た
め
に
必
要
な
最
低
の
基
準
と
す
る
。

３

通
信
制
の
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の
設
置
者
は
、
通
信
制
の
課
程
の
編
制
、
施

（
新
設
）

設
、
設
備
等
が
こ
の
省
令
で
定
め
る
基
準
よ
り
低
下
し
た
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
水
準
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
通
信
教
育
の
方
法
等
）

（
通
信
教
育
の
方
法
等
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
で
行
な
う
教
育
（
以
下
「
通
信
教
育
」
と
い

う
。
）
は
、
添
削
指
導
、
面
接
指
導
及
び
試
験
の
方
法
に
よ
り
行
な
う
も
の
と
す

る
。
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２

通
信
教
育
に
お
い
て
は
、
前
項
に
掲
げ
る
方
法
の
ほ
か
、
放
送
そ
の
他
の
多
様

２

通
信
教
育
に
お
い
て
は
、
前
項
に
掲
げ
る
方
法
の
ほ
か
、
放
送
に
よ
る
指
導
等

な
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
指
導
等
の
方
法
を
加
え
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

の
方
法
を
加
え
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

通
信
教
育
に
お
い
て
は
、
生
徒
に
通
信
教
育
用
学
習
図
書
そ
の
他
の
教
材
を
使

用
し
て
学
習
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
協
力
校
）

（
協
力
校
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

（
通
信
制
の
課
程
の
規
模
）

（
通
信
制
の
課
程
の
規
模
）

第
四
条

実
施
校
に
お
け
る
通
信
制
の
課
程
に
係
る
収
容
定
員
は
、
二
百
四
十
人
以

第
四
条

実
施
校
に
お
け
る
通
信
制
の
課
程
の
規
模
は
、
通
信
制
の
課
程
の
生
徒
収

上
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
上
支
障
が
な
い
場
合

容
定
員
が
三
百
人
を
下
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
教
諭
の
数
等
）

（
教
諭
等
及
び
事
務
職
員
の
数
）

第
五
条

実
施
校
に
お
け
る
通
信
制
の
課
程
に
係
る
教
頭
及
び
教
諭
の
数
は
、
五
人

第
五
条

実
施
校
に
お
い
て
通
信
制
の
課
程
に
関
す
る
校
務
を
整
理
す
る
専
任
の
教

以
上
と
し
、
か
つ
、
教
育
上
支
障
が
な
い
も
の
と
す
る
。

頭
並
び
に
通
信
教
育
を
担
当
す
る
専
任
の
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
（
常
時
勤
務

の
者
に
限
る
。
）
（
以
下
「
教
員
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

数
を
基
準
と
す
る
。

一

通
信
制
の
課
程
の
生
徒
の
数
（
以
下
「
生
徒
数
」
と
い
う
。
）
が
三
百
人
か

ら
千
二
百
人
ま
で
の
場
合
は
、
五
人
に
、
生
徒
数
が
三
百
人
を
こ
え
て
百
人
ま
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で
を
増
す
ご
と
に
一
人
を
加
え
た
数

二

生
徒
数
が
千
二
百
一
人
か
ら
五
千
人
ま
で
の
場
合
は
、
十
四
人
に
、
生
徒
数

が
千
二
百
人
を
こ
え
て
百
五
十
人
ま
で
を
増
す
ご
と
に
一
人
を
加
え
た
数

三

生
徒
数
が
五
千
一
人
以
上
の
場
合
は
、
四
十
人
に
、
生
徒
数
の
増
加
に
応
じ

、
相
当
数
を
加
え
た
数

２

前
項
の
教
諭
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
上
支
障
が
な
い
場
合
は

２

実
施
校
に
お
い
て
通
信
制
の
課
程
の
事
務
に
従
事
す
る
専
任
の
事
務
職
員
の
数

、
助
教
諭
又
は
講
師
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
数
を
基
準
と
す
る
。

一

生
徒
数
が
三
百
人
か
ら
五
千
人
ま
で
の
場
合
は
、
二
人
に
、
生
徒
数
が
三
百

人
を
こ
え
て
四
百
人
ま
で
を
増
す
ご
と
に
一
人
を
加
え
た
数

二

生
徒
数
が
五
千
一
人
以
上
の
場
合
は
、
十
四
人
に
、
生
徒
数
の
増
加
に
応
じ

、
相
当
数
を
加
え
た
数

３

実
施
校
に
置
く
教
員
等
は
、
教
育
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
他
の
学
校

（
新
設
）

の
教
員
等
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
務
職
員
の
数
）

第
六
条

実
施
校
に
は
、
生
徒
数
に
応
じ
、
相
当
数
の
通
信
制
の
課
程
に
係
る
事
務

（
新
設
）

職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
設
及
び
設
備
の
一
般
的
基
準
）

第
七
条

実
施
校
の
施
設
及
び
設
備
は
、
指
導
上
、
保
健
衛
生
上
、
安
全
上
及
び
管

（
新
設
）
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理
上
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
校
舎
の
面
積
）

（
校
舎
の
面
積
）

第
八
条

通
信
制
の
課
程
の
み
を
置
く
高
等
学
校
（
以
下
「
独
立
校
」
と
い
う
。
）

第
七
条

独
立
校
の
校
舎
の
面
積
は
、
一
、
二
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
下
つ
て
は
な

の
校
舎
の
面
積
は
、
一
、
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
条

ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
他
の
高
等
学
校
（
中
等
教
育

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
他
の
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む

学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
の
教
育
の
用
に
供
す
る
施
設
を
兼
用
す
る
独
立
校

。
）
の
教
育
の
用
に
供
す
る
施
設
を
兼
用
す
る
場
合
又
は
地
域
の
実
態
そ
の
他
に

に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

よ
り
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

（
校
舎
に
備
え
る
べ
き
施
設
）

（
施
設
）

第
九
条

実
施
校
の
校
舎
に
は
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
施
設
を
備
え
な
け
れ
ば

第
六
条

実
施
校
の
校
舎
に
は
、
通
信
教
育
の
用
に
供
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

な
ら
な
い
。

設
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

教
室
（
普
通
教
室
、
特
別
教
室
等
と
す
る
。
）

一

教
頭
室
（
通
信
制
の
課
程
の
み
を
置
く
高
等
学
校
（
以
下
「
独
立
校
」
と
い

う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
校
長
室
）
、
会
議
室
、
教
員
室

二

図
書
室
、
保
健
室

二

事
務
室
、
教
材
等
保
管
室

三

職
員
室

三

普
通
教
室
、
特
別
教
室

（
削
除
）

四

図
書
室
、
展
示
室

（
削
除
）

五

保
健
室
、
休
養
室

（
削
除
）

六

生
徒
集
会
室
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２

前
項
に
掲
げ
る
施
設
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
専
門
教
育
を
施
す
た
め
の
施

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
や
む
を
得
な
い

設
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

事
情
が
あ
る
場
合
で
教
育
上
支
障
が
な
い
と
き
は
、
各
号
に
掲
げ
る
一
の
施
設
を

も
つ
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
他
の
施
設
に
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

全
日
制
の
課
程
又
は
定
時
制
の
課
程
を
併
置
す
る
実
施
校
に
お
け
る
第
一
項
第

３

全
日
制
の
課
程
又
は
定
時
制
の
課
程
を
併
置
す
る
実
施
校
に
お
け
る
第
一
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
相

三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
施
設

当
す
る
全
日
制
の
課
程
又
は
定
時
制
の
課
程
で
行
な
う
教
育
の
用
に
供
す
る
施
設

に
相
当
す
る
全
日
制
の
課
程
又
は
定
時
制
の
課
程
で
行
な
う
教
育
の
用
に
供
す
る

を
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

施
設
を
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

独
立
校
に
お
け
る
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て
は
、

４

独
立
校
に
お
け
る
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て

当
該
独
立
校
と
同
一
の
敷
地
内
又
は
当
該
独
立
校
の
敷
地
の
隣
接
地
に
所
在
す
る

は
、
当
該
独
立
校
と
同
一
の
敷
地
内
又
は
当
該
独
立
校
の
敷
地
の
隣
接
地
に
所
在

他
の
高
等
学
校
の
教
育
の
用
に
供
す
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
相
当
す
る
施

す
る
他
の
高
等
学
校
の
教
育
の
用
に
供
す
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
相
当
す

設
を
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
施
設
を
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
校
具
及
び
教
具
）

（
設
備
）

第
十
条

実
施
校
に
は
、
学
科
の
種
類
、
生
徒
数
等
に
応
じ
、
指
導
上
、
保
健
衛
生

第
八
条

実
施
校
に
は
、
通
信
教
育
の
用
に
供
す
る
図
書
、
機
械
、
器
具
、
標
本
、

上
及
び
安
全
上
必
要
な
種
類
及
び
数
の
校
具
及
び
教
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

模
型
そ
の
他
の
校
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２

前
項
の
校
具
及
び
教
具
は
、
常
に
改
善
し
、
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
定
時
制
の
課
程
又
は
他
の
通
信
制
の
課
程
と
の
併
修
）

（
定
時
制
の
課
程
又
は
他
の
通
信
制
の
課
程
と
の
併
修
）

第
十
一
条

（
略
）

第
九
条

実
施
校
の
校
長
は
、
当
該
実
施
校
の
通
信
制
の
課
程
の
生
徒
が
、
当
該
校
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長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
又
は
他
の
高
等
学

校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
の
定
時
制
の
課
程
若
し
く
は
通
信

制
の
課
程
に
お
い
て
一
部
の
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
と
き
は
、
当
該
修
得
し
た

単
位
数
を
当
該
実
施
校
が
定
め
た
全
課
程
の
修
了
を
認
め
る
に
必
要
な
単
位
数
の

う
ち
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
に
お
け
る
第

九
条
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。
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